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医療機関の状況としては、計画策定時から比較す
ると、実施医療機関数・訪問診療件数等は増加し
ているが、医療機関総数の減少等の影響で、実施
機関数の増加率（暫定値）は目標とするペースを
下回っている。また、訪問診療等の実施医療機関
数・割合は全国平均と比べてやや多いが、１施設
当たりの訪問診療実施件数は少ないこと、在宅療
養支援診療所数が少ないこと、施設在宅が中心で
あることなどの課題があり、県としては裾野の拡
大や現在の実施機関の対応数の増加等の方策を検
討しているところである。さらに、今後、診療所
医師の高齢化に伴う対応も課題となってくるの
で、現在実施している診療所についても今後の方
針を伺っていく。
　調査項目は次のとおりである。
　　①基本項目（主な診療科等）
　　②在宅療養支援診療所の届出状況
　　　　（現在の届出状況と今後意向、理由）
　　③実施機関の状況（実施きっかけ、患者数、
　　　実施時間帯、体制等）
　　④在宅医療に係る今後の実施意向
　　　　（今後の実施見込み、理由）
　　⑤課題・負担と感じる点
　　⑥必要な支援
　調査対象は一般診療所であり、短期間の調査に
なるが、県から直接郵送するので、ご協力よろし
くお願いする。

３. 救急現場における心肺蘇生を望まない傷病
者への対応について

山口大学　鶴田教授　本日は、山口県の「県救急
業務高度化推進協議会」の会長として、心肺蘇生
を望まない傷病者への対応について、説明する機
会をいただいた。
経緯
　終末期の傷病者が、家族や医師等と話し合って

（ACP：「人生会議」により）自宅での看取りなど
の意思を固めていても、慌てた家族等から救急要
請があった場合、救急隊は救命を主眼とするため、
現行の体制では傷病者の意思に沿うことができな
いことから、その対応について総務省消防庁など
で長年議論されてきた。
　そして、これまで総務省は「重度傷病者に対す

る静脈路確保及び輸液」、「血糖測定並びに低血糖
発作症例へのブドウ糖溶液の投与」などを全国レ
ベルで進めてきたが、今回の「心肺蘇生を望まな
い場合の対応」については地域差があるというこ
とで、全国一律にはしないという方針とした。
東京消防庁作成のプロトコルについて
　このような経緯もあり、令和元年 12 月に東京
消防庁でようやく新たなプロトコルの運用が開始
された。その運用の要件が、次の 4 点になる。
　　① ACP が行われている成人で心肺停止状態
　　　であること
　　②傷病者が人生の最終段階にあること
　　③傷病者本人が「心肺蘇生の実施を望まない」
　　　こと
　　④傷病者本人の意思決定に際し想定された症
　　　状と現在の症状が合致すること
　このうち、②～③について、救急隊からかかり
つけ医等に連絡し、これらの項目を確認できた場
合、心肺蘇生を中断し、かかりつけ医又は家族へ
引き継ぐことになる。心肺蘇生を中断し、搬送も
しないという方針も盛り込んでいるのが東京都の
特徴になる。
　本県では、この東京都の例を参考にしながら、
さまざまな意見をいただいて方針をまとめていけ
ればと思っている。令和 3 年 2 月には、本県の
方針をまとめるつもりで、県総務部消防保安課を
中心に本県の骨子をつくりつつある状況にある。
　現在、本県では心肺蘇生を望まない傷病者への
対応のプロトコルはなく、救急隊と医師との間の
阿吽の呼吸で行われている。そのため、現場はそ
の時の阿吽の呼吸で対応し、場合によっては、救
急隊員がお叱りを受けたり、家族が不快な思いを
するという現状がある。令和３年 2 月に結論が
出せるかわからないが、一つの形にしたいと思っ
ている。

４. 県医師会地域包括ケア推進事業について
伊藤　この事業は、地域包括ケアに関する郡市
医師会の取組みに関して、県医師会が助成する事
業で、平成 28 年度に「在宅医療推進事業（上限
20 万円／郡市）として始めており、5 年目になる。
現在のコロナ禍で、研修会や会議等を行うのは難
しいかもしれないが、ぜひご活用いただきたい。
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と　き　令和 2 年 11 月 14 日（土）10：00 ～ 17：50と　き　令和 2 年 11 月 14 日（土）10：00 ～ 17：50
ところ　富山国際会議場／ ANA クラウンプラザホテル富山（現地・Web のハイブリット開催）ところ　富山国際会議場／ ANA クラウンプラザホテル富山（現地・Web のハイブリット開催）

令和 2年度令和 2年度
第 51回全国学校保健・学校医大会第 51回全国学校保健・学校医大会

　本大会は、富山県医師会の引受けにより、現地
と Web によるハイブリット方式で開催され、本
会からは今村、河村、縄田が Web により出席し
た。午前中は 5 会場に分かれて分科会、新型コ
ロナウイルス感染症に関する緊急メッセージ、午
後には表彰式、基調講演、シンポジウム等が行わ
れた。以下、当日の報告だが、分科会について第1、
第 2 及び第 3 分科会について報告する。なお、
第 4 分科会は「耳鼻咽喉科」、第 5 分科会は「眼科」
の内容であった。

第 1 分科会［からだ・こころ（1）］
１. 福井県医師会の学校腎臓検診の取り組み
　　　～福井県版 学校検尿マニュアルの導入～

　　　　　　　　福井県医師会　森　夕起子
　福井県内における腎臓検診の改革のため福井県
小児科医会内に学校検尿ワーキンググループを立
ち上げ、平成 28 年に県内の教育委員会及び小中
学校の養護教諭を対象に、学校検尿に関するアン
ケート調査を実施した。その調査からの問題点を
ふまえ、当会に学校検尿判定委員会を設置し、当
会が主導して、福井県版学校検尿マニュアルを用
いた学校腎臓検診システムを平成 31 年度から導
入した。本システムの特徴としては、①学校検尿
で用いる尿試験紙は 5 段階で評価し、陽性基準
としては蛋白と潜血（＋）、糖（±）、②一次精密
検診を登録医制とし、学校検尿判定委員会への結
果報告を義務化、③学校では一次精密検診は登録
医を受診するように推奨、④緊急受診システムを
導入、⑤専門病院への紹介基準を設置、⑥各学校
において学校検尿事後措置報告書を作成し県教育
委員会への報告を義務化したことである。
　学校検尿システムの導入により、登録医におい
て均一な診療・検査が施行され、紹介基準を満た

した症例が二次精密検診を受けることができた。
約 6 万人の対象者中、4 名の腎炎関連疾患、2 名
のネフローゼ症候群、3 名の糖尿病が新規に診断
され、治療を開始することができた。学校腎臓検
診における学校生活管理指導表の使用率を向上さ
せることができたが、約 1 割程度の未受診者が
いることも明らかとなり、医師会・医療機関担当
者並びに教育委員会・学校との更なる協力体制が
必要であることが分かった。

２. 岐阜県医師会による岐阜県方式学校検尿シス
テムの実際

　　　　　　　　岐阜県医師会　加納　正嗣
　岐阜県方式学校検尿システムとは、春に学校検
尿終了後に個別判定を行い、秋は医療機関受診後
に受診結果を検討して、不適切と思われる場合に
は意見書を送付するシステムである。
　春の学校検尿判定委員会での判定として、1 次
検尿（試験紙）で潜血 1 ＋以上、蛋白 1 ＋以上、
糖±以上を 2 次検尿の対象とし、2019 年度では
41,418 名の 1 次検尿受検者のうち１次検尿で陽
性であった 1,777 名（4.29％）が検討の対象と
なった。治療対象になる可能性があるものを要医
療、治療対象になる可能性は低いが経過観察が必
要と思われるものを要観察とし、緊急に受診が必
要と思われるものは判定委員会を経ずに緊急対応
としている。2019 年度の検討では要医療 216 名

（0.52％）、要観察 199 名（0.48％）であった。
　岐阜県学校保健会で実施している県内すべての
小・中・高校などへのアンケートでは、岐阜県方
式導入以前には散見された腎生検適応例の放置や
過剰運動制限は、最近では非常に少なくなってき
ており、適切な管理・治療がなされるようになっ
てきている。
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３. 成長曲線・肥満度曲線と個人別の運動量・栄
養計算

　　　　　　　　奈良県医師会　高橋　泰生
　平成 28 年 8 月、日本学校保健会から成長曲線
作成ソフト「子供の健康管理プログラム」が全
国の学校に無償配付されたが、問題点が多く、平
成 29 年に当県では独自の成長曲線作成ソフトを
作成した。さらに改良を重ね、「学校医が一瞬で
成長曲線を描く」ことができるようになった。今
回、肥満度曲線を活用し、肥満児の栄養・食事指
導のため「エネルギー目標」を組み込み、1）～ 6）
の計算を行い、身体活動レベルの設定を行った。
　1）余剰体脂肪量
　2）減量目標
　3）メッツを用いた運動による消費エネルギー
　4）推定エネルギー必要量（EER）
　5）修正エネルギー供給量［修正エネルギー供
　　　給量＝（EER）－「食事減量による脂肪燃焼」］
　6）修正エネルギー供給量の食物バランス
　今後、このプログラム活用により、肥満児個別
の栄養食事指導時、養護教諭だけでなく栄養教諭
の参加を期待したい。

４ . 小 学 4 年 か ら 中 学 2 年 の Percentage
 Overweight（POW）の 10％の増減が、非空腹時
脂質値に与える影響

　　　　　　　　　岐阜県医師会　平野　量哉
　各務原市では平成 4 年より市立の小学校 4 年
生及び中学校 2 年生の全生徒を対象に脂質検査
を実施し、肥満と脂質異常症を関連づけた検診を
行っている。小学校 4 年時と中学 2 年時の身体
測定値と非空腹時脂質値の縦断的解析により、中
学 2 年時の脂質値について、小学 4 年時と中学
2 年時の肥満度及び肥満度変化、小学 4 年時の脂
質値の影響について検討した。
　小学 4 年時と中学 2 年時に脂質検査において、
HDL-C と nonHDL-C は強い相関を持ち、TG は弱
い相関ではあるが Tracking を認めた。小中学生
の各脂質値には男女差があり、中学 2 年時の各
脂質値は、小学 4 年時の脂質値と肥満度変化の
影響のもとに、非空腹時採血では LDL-C より心
血管障害の指標となりうる nonHDL-C において

は、中学 2 年生時の 20％以上の肥満があること
は増加因子であることが分かった。Universal な
肥満度と脂質検査を行うことは、心血管障害のリ
スクを有する未成年者をピックアップする目的に
おいて意味があり、男女とも性的及び体格上の成
長が安定する高校 2 年生以降に脂質検査を実施
することで、スクリーニングの意義が高まると思
われた。

５. 児童・生徒の成長に伴う心電図の変化
　　  ～ 5 万人の正常心電図から～

　　　　　　　　神奈川県医師会　岩本　眞理
　2006 ～ 2009 年に鹿児島市で施行された学校
心臓検診で記録し保存されたデジタル記録心電図
56,753 枚について、2 名ずつの小児循環器専門
医がすべての心電図をチェックし異常所見のある
ものは除外し、最終的に 48,401 枚の心電図を正
常心電図として解析対象とした。その内訳は小1：
16,773 名（50％女児）、中 1：18,125 名（51％
女子）、高 1：113,502 名（52％女子）である。
結果
　心拍数：学年が進むにつれ低下し、同じ学年で
は女子の心拍数が高い。除脈の部分では年齢差が
大きい。
　PQ 間隔：学年が進むにつれ延長し、男女差は
なかった。
　QRS 軸：すべての学年において差はなく、男
女差もみられなかった。
　QRS 幅：学年が進むにつれ延長した。男子の
ほうが女子より長かった。
　R 波高：中 1・高 1 女子は R 波高が低い傾向に
あった。
　ST 部分：右側胸部誘導で ST 上昇をみとめ、男
子では学年が進むにつれ顕著となった。特に V2
誘導で ST 上昇が目立った。
　陽性 T 波の割合：V1-3 誘導の T 波陽性化は学
年が進むにつれて増加したが、V1 の T 波陽性化
率は高1男子で35.4％、高1女子で12.5％であっ
た。
　今後は小学 4 年生のデータを追加することが
望まれる。
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６. 学校心臓検診 2 次検診対象者抽出のガイドラ
イン： 改訂のポイント

　　　　　　　　東京都医師会　鮎澤　　衛
　「学校心臓検診の 2 次検診対象者抽出ガイドラ
イン」（2006 年改訂）は、心電図自動診断の進
歩や児童生徒の成長発達、体格の変化があること、
児童生徒に関連する小児循環器病学の新しい知見
が増えてきたことから、ガイドラインの改訂が必
要になった。改訂にあたっては、5 万人の健康小
児の心電図をもとに正常値を作成し、心電図判定
の各基準値を訂正した。さらに、新しい不整脈疾
患の判定基準と説明を取り入れるなどしており、
今後この改訂がさらに適切な学校生活管理に寄与
することを期待している。
　使用する用語については、成人循環器内科の不
整脈における用語との差異をできるだけ解消する
ように修正した。
　基準となった正常心電図は、小・中・高等学校
のいずれも 1 年生のものであるため、抽出基準
はこれに対応し、小学生低学年・中学生・高校生
での基準として判定するものであり、今後、小学
校 4 年生での心電図収集と解析を行い、小学校
高学年で心臓検診を行う場合の基準を作成して提
案することを検討中である。

［報告：副会長　今村　孝子］

第２分科会［からだ・こころ（2）］
１. 秋田県医師会「明日はきっといい日になる」
ロコモダンスプロジェクト

　　　　　　　　秋田県医師会　後藤　敦子
　当県は肥満児の多い県である。肥満・運動器障
害予防を目的として考案したストレッチ体操を取
り入れた「ロコモダンス」であったが、体育の準
備運動として週 2 ～ 3 回のみの実施であったた
めか、肥満改善の効果は認められなかった。しか
し、ダンス音楽に当県出身のシンガーの「明日は
きっといい日になる」を使用したところ、「楽しい」
と評価した児童生徒が多く、心理面の効果も期待
されることから、今後、県内の小中学校に広げて
いきたいと考えている。

２. 姿勢の指標として“上体起こし”に注目
広島県医師会　泉　　恭博

　脊柱を側面から見れば、頚椎前弯、胸椎後弯、
腰椎前弯という S 字状の弯曲がある。これらの脊
柱の矢状面の弯曲は 9 歳頃までに構築されるの
で、この年齢までに十分な躯幹筋力、特に腹筋力
の形成が望まれる。平成 10 年の学校保健安全法
の施行規則改正で、新体力テスト項目として追加
された腹筋評価になる“上体起こし”を指標に活
用して、10 回以上を目標に腹筋指導ができれば、
運動能力の向上とともに、健全な姿勢形成に貢献
できる。

３. 新型コロナウイルス感染症による長期休業
（ 校 ） が 生 徒 の 健 康 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て

　 ― 骨 密 度 測 定 結 果・ ス ポ ー ツ テ ス ト・　　
アンケート結果などより―

　東京都医師会　猪狩　和子
　東京都豊島地区では、この 10 年間、養護教諭
による食生活、運動、生活習慣について思春期の
大切な時期に骨密度を上げる保健指導に取り組ん
できたが、2020 年 3 月からの新型コロナウイル
ス感染拡大に伴う約 3 か月に及ぶ長期休業（校）
が、生徒の健康に及ぼす影響について、アンケー
ト調査を中心に検討した。保健指導の取組みで、
低骨密度傾向の割合は有意に減少したが、新型コ
ロナウイルス感染拡大に伴う長期にわたる自宅待
機は、骨密度・筋肉量の低下、スポーツテストの
結果の低下をきたし、精神的な不安の増加、肥満、
視力低下など、生徒の心や体の健康に及ぼす影響
がかなり大きいと考えられた。

４. 発達障害児・医療的ケア児の災害時対応マ
ニュアル作成に向けて

　　　　　　　　岡山県医師会　横山　裕司
　平成 30 年 7 月の西日本豪雨災害をうけて、災
害時の初期対応を医療的ケア児・発達障害児の
視点で検討した。医療的ケア児が、災害のおそれ
がある時や自宅の停電が続く時に、避難先として
地域の病院や福祉施設を利用するためのシステム

「ぼうさいやどかりおかやま」を 2020 年 6 月 10
日に Web 上に立ち上げたところ、現在 357 名の
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医療的ケア児のうち 68 名が会員登録を済ませ、
27 の病院や福祉施設が受け入れ先として協力し
ていただける状況となった。発達障害児も、避難
所の体育館では過ごしづらく、また家族も急に大
きな声を出すことなどを気遣い、最初から避難所
に行かないことを選択することもあるため、しっ
かりと個別対応できる福祉避難所を作ることが必
要である。

５. 保育施設における食物アレルギーの実態と就
学時引き継ぎの課題についての検討 
　　　　　　　　和歌山県医師会　島津　伸一郎
　和歌山県日高地域の保育施設と小学校での食物
アレルギー児の実態についてのアンケート調査を
行った。食物除去を行っている園児は 5.9％、小
学校では 4.3％であった。除去食物は、鶏卵が最
も多く、牛乳、大豆、小麦の順であった。保育職
員は、配膳間違えがないように等、日々の給食対
応に大変な負担があること、さまざまな工夫がな
されていることが理解できた。就学にあたっては、
医師の診断書に基づき、学校の受け入れ基準と保
護者の希望も受けながら学校での食物除去範囲が
決定されているが、学校の受け入れ基準と保護者
の希望には差があり、現実には課題も多く、両者
の認識の違いが明らかとなった。医療側からは、
食物アレルギーについての情報提供と誤食事故の
予防策と事故時の対応について更なる情報提供を
行うことが求められる。

６. 一般学童における吸入アレルゲン感作率の経
年変化

　　　　　　　　滋賀県医師会　楠　　隆
　一般学童を対象とした検査によるアレルゲン
感作率を確認した報告は少なく、今回、近江八幡
市の全公立小学校に通う小学 5 年生全例を対象
に、2008 年、2014 年、2019 年に、ダニ、スギ、
カモガヤに対する特異的 IgE 抗体値を測定したの
で報告する。経年的にいずれの吸入抗原感作率も
上昇し、感作項目なし例が減って 3 項目感作例
が増えており、複数抗原への感作が進んでいる傾
向が示された。小児を取り巻くいかなる環境変化
がこのような感作の上昇を引き起こしているのか

を解明し、早急に介入していく必要があると思わ
れる。

７. 徳島県の公立学校におけるアレルギー事例検
討会の取り組みについて

　　　　　　　　徳島県医師会　田山　正伸
　当会と徳島県教育委員会は、学校保健の推進の
ため、2018 年 9 月に「学校保健の推進に向けた
協定」を締結した。そして、医師会、学識経験者、
教育委員会の 9 名からなるアレルギー疾患対応
委員会が新規に開設され、県内公立学校でのアレ
ルギーによると思われる事故事例を 1 例ごとに
検証し、アレルギー専門医の提言による事故予防
対応策をまとめた事例集を発行し、各学校での事
故予防対策にあてることとした。学校現場と医師
会との連携で今までスムーズにできなかった情報
共有が可能となり、従来把握できていなかったア
レルギー関連事故事例を医学的に検証した結果、
現場での事故予防対策にもつながり、今後も継続
が必要と考えられた。

［報告：理事　縄田　修吾］

第３分科会［からだ・こころ（3）］
１. 発達性読み書き障害（ディスレクシア）を抱
える子どもたちのためのトレーニングソフトお
よび書籍

　　　　　　　　埼玉県医師会　平岩　幹男 
　発達性読み書き障害（発達性ディスレクシア：
developmental dyslexia 、以下「DLD」）は特異
的学習障害の中では最も多く、欧米では人口の
2 ～ 5％といわれるが、欧米に比べてひらがな、
カタカナ、漢字など多くの文字種を持つわが国で
はより多い可能性があり、臨床では未診断・未対
応の子どもたちにしばしば遭遇する。これらの子
どもたちは基本的に知的な遅れはなく、音声言語

（聞く、話す）には問題がないにもかかわらず、
文字言語（読む、書く）での困難さを抱える。就
学後に発見されることが多いが、多くはそのま
ま経過を見られている。DLD を疑うには、まず
は初見の簡単な文章を読ませてみることがカギで
ある。できるだけ早く発見することが重要で、漢
字の学習が始まる小学 1 年生頃から介入すると、
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できることが増え、将来を変えることができる。
例えば運転免許の試験も多くの問題を読むのに苦
労してなかなか合格できないが、運転技術に支障
はなく、トレーニングにより合格できるようにな
る。
　この病態に対して、わが国で初めて音声認識
エンジンを搭載したゲームソフトを開発し、そ
れとコラボする書籍を発行してトレーニングを行
うことができるようにした。書籍、ソフトともに
①ひらがな清音 2 文字、②ひらがな清音 3 ～ 6
文字、③ひらがな濁音、拗音入り、④カタカナ、
⑤～⑩小学校の漢字入り語句学年別（漢字につい
ては 2020 年に改訂された学習指導要領の学年別
漢字配当表に基づく）、⑪腕試しとして中学生以
上の漢字交じり語句は共通で作成した。 ソフトを
使って読み間違いが少なくなった、楽しく学べた
という感想が得られ、文字を読める喜びが高まっ
た。学びはいつからでも始められる。学び直しは
将来を変える。

２. 新型コロナウイルス感染症児発生時の学校と
福祉保健所との連携

　　　　　　　　高知県医師会　吉川　清志  
    当県の新型コロナウイルス感染者は本日まで
144 人で、小児 12 人はすべて親、親族など成人
からの感染であり、重症者はいなかった。そのう
ち 1 例は小学生で、感染親族の濃厚接触者とし
て PCR 検査が実施された段階で保護者から学校
に連絡があり、福祉保健所は学校と緊密に連携し
て迅速に対応した。
　県立学校において児童生徒に新型コロナウイル
ス感染症が発生した場合は、高知県教育委員会が
作成した「県立学校において児童生徒に新型コロ
ナウイルス感染症が発生した場合の対応」に沿っ
て対応した。具体的には、①保健所・保護者から
の連絡を受けて、②学校は教育委員会と情報共有、
③福祉保健所と連携のうえ、④学校に対策チーム
を設置、⑤臨時職員会議により職員の情報共有、
⑥児童生徒及び保護者への説明、⑦保健所の聞き
取り協力、⑧患者の在籍する教室などの消毒を行
うこととしている。
　高知市から安芸福祉保健所に児の PCR 検査を

実施する旨の連絡が入り、福祉保健所から保護者
に確認の電話を入れ、その後、保護者が学校に連
絡した。PCR 検査実施の段階で学校に情報が入
ると、学校は結果が陽性の場合を想定して、以
下の①から⑧の準備を行うことができる。①福
祉保健所から学校に PCR 検査陽性の報告があり、
②県及び村教育委員会、村行政に報告し連携した。
同時に③福祉保健所と緊密に連携し指示を仰い
だ。④対策チームを立ち上げ、校長は保健所・県
教育委員会との連絡窓口や報道対応、教頭は保健
所提出書類や接触者リストの準備・作成、対策チー
ム委員は児童生徒・保護者・住民への対応、学校
医への報告を行った。教職員への情報伝達は重要
で、⑤臨時職員会議を開催し、教職員も保護者説
明会に出席し情報を共有した。⑥保護者説明会に
ついては、感染流行中の開催の是非や開催場所、
説明する保護者の範囲、開催日時の連絡方法等を
短時間の間に決定した。今回は、小規模校であっ
たため、保護者全員を対象に体育館で説明会を開
催した。連絡方法は、担任が保護者に電話し、詳
細については学校のホームページを参照しても
らった。⑦保健所が実施する積極的疫学調査に協
力し、濃厚接触者を特定する。⑧感染児童の教室
等は、福祉保健所の助言により、机やドアノブな
ど接触機会が多い場所を次亜塩素酸ナトリウム又
はアルコールで清拭する。 
　高知県健康政策部が感染者の情報を一元管理
し、学校関係は県教育委員会がマスコミ対応し、
現場（学校や保健所）は関与しなかった。今回の
保健所の大きな業務は関係者協議を主催すること
であり、学校、県教育委員会、県行政、村行政・
教育委員会と連携し、派遣されたクラスター対策
班の医師の助言も得ながら、保護者会の開催や濃
厚接触者の特定などを行った。差別や非難に対し
て、保健所や学校でできる範囲の対応を行ったが
限界があった。差別や非難のレベルを超えた脅迫
もあり、保健所職員のメンタルサポートも必要で
あった。
　感染者が急増している現状では、今後、学校で
児童生徒や教職員の感染者確認やクラスターは発
生すると想定して、対応を準備しておく必要があ
る。
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３. 高知県の新型コロナウイルス感染症対策にお
ける子どもの心のケア：医療―教育連携を中心に

　高知県医師会　高橋　秀俊 
　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によっ
て、子どもを取り巻く家庭や学校などの生活環境
は激変しており、子どものメンタルヘルスに対
して教育・福祉・医療を含む多領域からのサポー
トが求められている。2020 年 4 月、全国に緊急
事態宣言が発令されたことにより、学校では長期
にわたる休校を強いられ、子どもたちは外出の自
粛を要請された。同年 5 月以後、規制は少しず
つ緩和され、学校も徐々に再開したが、子どもの
メンタルヘルスにさまざまな課題が認められた。 
　未成年 1 例目は、メディアで取り上げられる
機会が多く、村役場に名前や住所の公表を要求す
る電話が殺到したほか、小学生の家族は村に住め
なくなり引っ越したなどと、根拠のない嘘の情報
が拡散するなど差別的な対応を受け、本人とその
家族にはメンタルヘルス上さまざまなケアのニー
ズが考えられた。県の地域福祉部障害保健支援課
が事務局となり、新型コロナウイルス陽性患者の
心のケアの検討会が立ち上げられた。子どもの心
のケアに関しては、未成年1例目に対する対応と、
学校保健に関連したポピュレーション・アプロー
チが課題となった。 
　学校が再開されるタイミングに合わせて、当会・
高知県小児科医会・高知大学医学部小児思春期講
座・高知大学医学部寄附講座児童青年期精神医学
の 4 団体は、県教育長に学校再開後の子どもの
心のケアに関する提言を行い、校内の相談体制の
整備と、心のケアのハイリスク群への地域連携に
基づく対応の必要性を強調した。
提言（一部抜粋）
　1. 子ども、保護者、学校の関係者などが円滑
　　に相談できる体制を整えて下さい。 
　2. コロナ感染症に伴う影響について毎日少し
　　でいいので話題にして下さい。 
　3. 子どもの行動・こころ・からだへの反応を
　　理解して下さい。 
　4. 子どもの心のケアの基本的な対応について
　　理解して下さい。 
　5. 心のケアを要するリスクが高い子どもの対

　　応は、地域の専門機関と連携して下さい。 
　6. 子どもの周りの大人自身の心身の安定をこ
　　ころがけて下さい。 

４. 守口市 5 歳児健康診査巡回支援事業の取り
組み

大阪府医師会　森口　久子 
　2015 年度より守口市の公立の幼稚園、保育所
における 5 歳児健診巡回支援事業が開始された。
同事業は、2 年の経過を経て 2017 年度秋から
5 歳児保護者事前アンケートのみ実施している私
立幼稚園1園を除くすべての公立・私立の幼稚園、
認定こども園等で 5 歳児健診巡回支援事業を実
施することができた。 
　対象は守口市の保育所、幼稚園、認定こども園
の年中児である。年中児の保護者にSDQアンケー
トを配付し、臨床心理士、小児科医、精神科医、
保健師でアンケート分析を行い、巡回健診時のポ
イントをまとめた。その後、受け入れ可能な園に
おいて保健師、臨床心理士で巡回健診を行った。
巡回健診では視知覚、描画、微細運動、指示理解、
情緒、協調運動、自由遊び（対人関係）項目につ
いて観察した。健診結果及び支援方針につき所属
園を通じて全員の保護者に送付した。特に SDQ
アンケートにて high need であり、巡回健診でも
問題点が明瞭だった対象者には、発達相談の案内
を同封し、経過観察対象者には、所属園を通じて
家庭での取組みのアドバイスを行った。翌年春に
年長児の巡回支援を行い、所属園の協力のもと就
学に向けて保健センターでの支援に繋げた。巡回
支援後、就学まで必要に応じて保健センターでの
経過観察、親子参加の小集団療育の紹介、医療機
関、療育機関の紹介をし、教育委員会の協力のも
と就学時健診の立ち合い、就学校への見学訪問や
相談の同伴を行った。 

５. 学校メンタルヘルス活動からみえてきた学
級崩壊の構造と対策

三重県医師会　梅本　正和 
　アンケートを用いて学校メンタルヘルス活動を
行い、自己内面をみる重要性を指摘してきた。今
回、自尊感情、学級崩壊、希死念慮、自殺をキー
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ワードとして、学級編成・自殺予防に役立つ知見
を得たので報告する。
　小学 6 年生のクラス編成のため、問題行動の
ある男子 6 名を均等に配分したが、あるクラス
が学級崩壊となった。そのクラスに希死念慮を持
つ女子が 7 名在籍しており、居心地度は悪化し
意欲の低下が見られた。一方、問題行動の男子 2
名は居心地度がよくなり、問題行動は悪化した。
学級崩壊は問題行動のような外面的なことと捉え
やすいが、希死念慮などは表出できない子が多く、
内面的な問題（不安・抑うつ・希死念慮など）も
考慮して介入することが予防につながる可能性が
ある。
　中学 1 年生のあるクラスに Q-U テスト、自尊
感情テスト、健康度チェックを行い、「キャリア
教育」としてテスト対策を休み時間に行うという
介入を行った。勉強の仕方が分かり、成績がアッ
プしたことにより、進路に希望が持てるように
なった。自尊感情点数が上昇し、希死念慮を改善
した。自尊感情をあげることは希死念慮を改善し、
自殺予防につながる可能性がある。 

６. 西宮市児童におけるインターネット依存の実
態調査

　兵庫県医師会   前　　寛 
　西宮の市立小学校と市立中学校の 3 校で、小
学 5 年生 277 人（男 136 人、女 140 人、不明 1
名）、中学 2 年生 449 人（男 223 人、女 225 人、
不明 1 名）にアンケート 39 項目を行った。ネッ
ト依存の評価は Internet Addiction Diagnostic 
Questionnaire（IADQ）を用いた。IADQ の 8 つ
の質問項目のうち、5 つ以上当てはまる場合を
ネット依存と判定した。 
　小学生でネット依存と判定した割合は 277 名
中 22 名の 7.9％であった。スマホや携帯電話の
所有率は携帯電話 48.7％、スマホ 17.0％、両方
11.6％、持っていない 22.7％であった。ネット
依存の子はネット利用時間が 1 時間以上は約 9
割おり、その利用はユーチューブが半数以上で
あった。 
　中学生でネット依存と判定した割合は 449 名
中 52 名の 11.6％であった。所有率は携帯電話

6.5％、スマホ 69.3％、両方 4.5％、持っていな
い 19.2％であった。ネット依存の子はネット利
用時間が 1 時間以上は約 9 割おり、その利用は
SNS が多かった。
　ネット利用時間に関しては小学生、中学生と
もネット依存児童の方が利用時間は長い傾向にあ
り、ネット依存を予防するにはある程度の時間制
限を設ける必要があるように思われた。
　ネット依存症における健康被害は小学生では肩
こり腰痛、全身倦怠感の 2 項目で、中学生では
胃腸障害、頭痛、肩こり腰痛、気分不良、全身倦
怠感の調査項目全てで有意差をもって健康被害を
認めた。年齢とともにネット依存による健康被害
が顕著となると考えられ、小学生からネット依存
に陥らないような対策が必要であると思われた。 

７. 睡眠育成士の活動について
愛知県医師会　松川　武平

　平成 25 年度の日本全体の不登校生徒数は、小
学校 24,175 人（1/276 人）、中学校 95,442 人

（1/37人）と小学校・中学校ともに増加傾向にあり、
大きな社会問題となりつつある。登校回避感情を
持つ児童は、不登校に移行しやすいと考えられて
いる。この登校回避感情に「睡眠」が大きく影響
していると考えている。われわれは協働・連携
施設である公益社団法人生体制御学会と連携し、
2018 年に睡眠育成士認定講座を開き、一般市民
にも呼びかけ、年間計 5 回の講義と認定試験を
経て、54 名の睡眠育成士を認定した。睡眠育成
士とは自ら睡眠について学び、児童へ睡眠教育を
行うことを目的とし、学校より教育要請があった
際には無報酬で出向き、児童や教員に睡眠教育を
行うことを目的としている。
　先行研究では睡眠時間の長さにのみに着目して
いたが、「睡眠の質」まで踏み込んで調査を実施
する。全名古屋市公立小学校児童に睡眠調査をす
る機会を計画し、得られたデータを解析して他市
との比較を行い、その結果を公表して小学校に「睡
眠教育」を行い、不登校を防止することが目的で
ある。
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緊急メッセージ
新型コロナウイルス感染症から子どもたちを守
るために～本当の敵はどこにいるのか～
　　富山大学学術研究部医学系小児科学講師　

種市　尋宙
　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は人
類に多くの混乱と犠牲者をもたらしている。われ
われ小児科医も当初は、このウイルスとの戦いに
備えていた。しかし、対応を進めている中で違和
感を覚えた。小児の感染者が少ない中で全国一斉
休校を行う行政、無症状の児に検査を重ねる医師、
ドライブスルー PCR 検査で不安に震える家族へ
の対応などを通して、このウイルス自体が本当に
子どもたちにとって直接の敵なのか、という疑問
が生まれていた。
　学級閉鎖はインフルエンザの場合のような患者
発症率の低下、ピークをずらすなどの効果は期待
できない。小児のウイルスへの感受性、重症度は
低く、子どもから子どもへの感染は少ないと考え
られる。大人から子どもへの感染が主で、パンデ
ミックの要因は子どもではない。
　本県の小学校で複数の児童の感染例があった
際、地域では緊張感が走った。しかし、いずれの
症例も無症状で、疾患としての問題は一切認めな
かった。大きな問題は学校への復帰と感じ、学校
側へアプローチを行うとともにいじめ、偏見対策
を行った。ある学校で発生した際、新聞で校名、
性別、学校の写真、感染対策に必要ない行動歴な
どが掲載されたが、新聞社、テレビ局と意見交換
し、以後、必要な情報のみ掲載してもらうように
した。
　その経緯の中で、富山市教育委員会と接触する
機会があり、学校感染対策を考える場が必要であ
ると相互に認識し、「富山市新型コロナウイルス
感染症対策検討会議」を立ち上げた。メンバーは
小児科医 3 名、富山市保健所医師、富山市教育
委員会、富山市園校長会代表（小学校、中学校、
幼稚園から各 1 名）で構成された。会議の目的
を確認し、学校再開における感染ゼロリスクは不
可能であること、許容できる安全が見込まれたた
めの再開であることを共有し、感染対策に目がと
らわれ、過剰な感染防止策により、子どもたちの

生活が侵害されていることに目を向けることを確
認した。第 1 回会議の時点でフェイスシールド、
各机への衝立、シールドは学校現場では不要であ
ることを確認し、各校にリーフレット作成という
形で伝えた。そのリーフレットは富山市内の保護
者にも一斉に配布され、何が安全で何が危険かと
いう理解の共有を進めた。その後も 1 ～ 2 週間
に 1 回のペースで新たな知見や感染対策の変更
を教員、保護者にリーフレットで周知する取組み
を続けた。「子どもたちの日常を取り戻す」こと
を目標とした。本会議は、感染対策強化ではなく、
対策緩和が主たる目的であった。2 ～ 3 週間に
1 回のペースで会議は開催された。
　富山市では 6 月には登下校時、体育時のマス
ク着用は推奨しないこととし、6 月には接触のあ
る部活動も再開、7 月にはうがい・歯磨き、児童
によるトイレ掃除の再開、9 月には合唱コンクー
ル指針を作成して、10 月には合唱コンクールを
開催している。

シンポジウム　
「健全な学校生活にむけて～医療と教育の連携～」

基調講演
学校における食物アレルギーの最近の話題

　　富山大学学術研究部医学系小児科学講座
教授　足立　雄一

　アレルギーには即時型と遅延型があり、前者に
は蕁麻疹、後者には湿疹がある。近年、後者は外
用剤治療が主となっているが、前者の即時型アレ
ルギーが問題となっている。わが国の小中高校生
における食物アレルギーの頻度は、日本学校保健
会が文部科学省の委託で行った調査によると、平
成 25 年度は 4.5％で、平成 16 年度の調査時の
2.6％から倍増している。 また、アナフィラキシー
の既往者も 0.14％から 0.48％と著明に増加して
いる。平成 20 年から約 5 年間で全国の小中高校
で 354 人の学童生徒に対してエピペンが使用さ
れたとのデータもあり、学校生活で完璧に食物ア
レルギーの症状誘発を防ぐことは困難な状況にあ
る。
　食物アレルギーの即時型反応では、症状は皮膚
症状が 92％、呼吸器症状が 34％となっており、
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皮膚症状がない子も 8％ある。皮膚症状がないか
らと言ってアレルギーではないとは言えない。誤
食時の対応であるが、口内の違和感のみであれば
口から出してすすぐだけでよい。体のかゆみがあ
れば抗ヒスタミン剤を内服させる。アナフィラキ
シー時には抗ヒスタミン剤は眠気が起こり、意識
障害かどうかわからなくなるので使わない方がよ
い。ステロイド剤は即効性がないだけでなく、ア
ナフィラキシー時にも血管収縮作用はないので効
果はあまり期待できない。アナフィラキシー時
にはエピペンを使用する。学校内で起こった場
合、保護者が来るまで待ったり、打つ前に医療機
関に相談したりすることがあるが、早く打つこと
によって予後を良くすることができ、遅れると死
に至ることもあるので迷ったら打つことが重要で
ある。効果は一時的なため、打ってすぐに病院に
搬送することが必要である。コントロール不良の
喘息合併、特異的 IgE が 1,000 以上、微量でも
症状がある、医療機関が遠方である場合や宿泊を
伴う旅行などの場合はエピペンを処方した方がよ
い。
　花粉関連食物アレルギーは、花粉症でまず感作
され、それから交叉反応で新鮮な果物や野菜に反
応するようになり、口やのどのかゆみ、違和感、
一部はアナフィラキシーになる。加熱処理によっ
て失活する。学年が上がるにつれて増え、種類も
年々増えてくる。北海道、中部地方で多く、白樺、
ハンノキといったバラ科の花粉と関係している。
アレルゲンは PR-10、プロフィリン、2S アルブ
ミンがあり、これらに対する検査が診断に有用で
ある。
　食物依存性運動誘発アナフィラキシーは、小麦、
甲殻類に多く、球技、ランニング中などの運動中
に多い。徒歩のみで起こることもある。毎回起こ
るとも限らずリスク因子として、疲労、寝不足、
ストレス、月経、アスピリン内服などがある。パ
ンケーキ症候群（ダニアレルギー）、ソバアレル
ギー、運動誘発喘息、運動誘発アナフィラキシー
などとの鑑別が必要である。

①「子供の健康管理プログラム」の事後対応 
―富山県医師会と県教育委員会との連携―
富山県立中央病院小児科部長　五十嵐　登

　2016 年 4 月以降、小中学校では全児童生徒の
縦断的発育評価が求められ、「子供の健康管理プ
ログラム」ソフトの導入により自動的に非標準的
発育群（①～⑨群）が抽出されるようになった。
しかし、非標準群の該当比率はかなり高く、その
事後対応を巡って教育／医療現場は少なからず混
乱している。今回、県医師会と県教育委員会が共
同で同プログラムの事後対応マニュアルを策定
し、 その運用結果を解析し今後の課題につき検討
した。
　2017 年度に県内の学童（小学生：男児 26,441
名、女児 24,875 名、中学生：男児 13,608 名、
女児 12,990 名）を対象に非標準的発育①～⑨群
の該当比率を解析した。次いで、県医師会・県教
育委員会・県内養護教諭若干名により構成された
マニュアル策定委員会で協議を重ね、非標準的発
育群の中から要受診児を抽出する基準を、1）思
春期年齢以前の②群（発育促進）、2）二次性徴
後半 （男児変声・女児初潮）以外の④群（発育停
滞）、3）⑤群（極端低身長）、4）肥満度＋ 50％
以上の⑥ / ⑦群（肥満 / 進行性肥満）、5）肥満度
－ 30％以下の⑧ / ⑨群（痩せ / 進行性痩せ）と
暫定的に設定し、上記以外は学校での保健指
導・経過観察とした。一次医療機関並びに学校
養護教諭向けの事後対応マニュアルを各々作成
し、 医師会等での研修会を重ねて県内に周知し
た。2019 年度県内学童 （小学生：男児 25,299
名、女児 24,058 名、中学生：男児 13,460 名、
女児 12,572 名）を対象に各群の判別比率、受診
状況 / 診断名、マニュアル運用を巡る養護教諭の
疑問につき調査解析した。
　2017 年度では小学生男 / 女＝ 4,343/4,008
名、中学生男 / 女＝ 4,116/4,401 名が非標準的
発育①～⑨群のいずれかに該当し、小中学校累積
では延べ 16,868 名と全学童の 21.6％にも及び
学年が上がるにつれて増加していた。今回策定し
た抽出基準により、2019 年度は非標準的発育児

（％、各群平均：小学男 / 女＝ 2.16 /1.93、中学
男 / 女＝ 4.35/4.90）から要受診児（％、小学男 /
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女＝ 0.45/0.38、中学男 / 女＝ 4.10/1.12）が抽
出された。しかし、実際に医療機関を受診し、返
信を得られたのは要受診児の約 20％、もしくは
それ以下に留まっていた。養護教諭へのアンケー
トでは、1）中等度肥満児、2）身長 -2.0SD 以下
児、3）二次性徴判定等の扱いに関する戸惑いが
多くみられたため、FQA 集を作成して還元・対
応した。また、二次医療機関での精査過程におい
て、当管理プログラムの限界を示唆する症例も散
見された。今後も学校現場と協力し、当プログラ
ムの適性運用に努めたい。

②高岡市小児生活習慣病予防健診の実際と全国
実態調査
　　　JCHO 高岡ふしき病院小児科部長　

宮崎　あゆみ
　戦後の高度経済成長期には、飽食や生活スタイ
ルの変化から日本の肥満児が急増した。1980 年
頃からいくつかの地域で肥満児健診、小児成人
病健診などによる子どもたちへの積極的介入が始
まり、一定の成果を上げつつある。現在では小児
生活習慣病予防健診と名称を変え、全国各地で実
施されている。しかし、いまだ学校保健安全法に
規定されるには至らず、多くの場合、地方自治体
の主催であることから情報共有も限られているた
め、実態が定かでない。富山県高岡市で現在行わ
れている小児生活習慣病予防健診の実際を紹介す
るとともに、全国郡市区医師会にアンケート調
査を行って、その実態把握を試みたので報告す
る。
たかおかキッズ健診の実際
　高岡市では、1994 年から一部の地区で「小児
成人病健診」が始まった。2004 年には市全域の
小 4、中 1 全員が対象となり、現在は高岡市小児
生活習慣病予防健診（たかおかキッズ健診）と
して高い受診率（90％以上）を保って継続されて
いる。当初は主に肥満児と高コレステロール児
の抽出という単純な基準であったが、小児メタボ
リックシンドロームの概念が出現したことより、
中性脂肪や食後血糖値測定を追加し、肥満度、血
圧等と組み合わせた判定基準により小児メタボ
リックシンドロームの危険性が高い子どもたち

を抽出する方式とした。また、コレステロール値
に関しても、高 HDL コレステロールにより過剰
抽出の多かった総コレステロール基準を見直し、
non-HDL コレステロール基準に変更した。当健
診継続の成果として、2006 年以降の調査では肥
満児割合や脂質異常児割合の漸減効果がみられて
いたが、近年は再び肥満児の増加傾向があり、昨
今のコロナ禍による運動不足と相俟って、さらな
る増悪が懸念される。
　なお、当健診では非肥満児の高コレステロール
血症（家族性高コレステロール血症疑い）や食後 
高血糖（2 型糖尿病疑い）が一定の割合で発見さ
れており、これら遺伝の関与が大きい疾患の発見 
契機としても有用となっている。
全国実態調査報告
　2019 年 5 ～ 7 月に、全国 815 の郡市区医師
会を対象に地元自治体での小児生活習慣病予防
健診実施に関するアンケート調査を実施したとこ
ろ、全国 492 医師会（60.4％）から回答があった。
うち 127 医師会（24.8％）の地元で健診が行わ
れており、重複を除いた 123 の健診に関して集
計を行った。健診の財源は 105（85.4％）が自
治体と回答したが、6 割以上に医師会が関与して
いた。健診対象は小 4、中 1 が多く、特定学年
の 70％以上に実施（全員健診）が 62（50.4％）、
肥満児のみ（肥満児健診） が 28（22.8％）であっ
た。実施場所は、全員健診のほとんどが学校であ
るのに対し、肥満児健診の多くが医療機関で、そ
の半数以上が医療保険を利用していた。学校、自
治体、医師会などによる事後指導は 55（44.7％）
で実施されていた。
　小児生活習慣病予防健診は「将来起こりそうな
疾病を発症前に予測して介入、予防する」という

「先制医療」の考え方に合致し、早期ユニバーサ
ルスクリーニングの機会である。しかし全国での
実施率は未だ低く、対象や内容もさまざまである
ことが判明した。今後、情報共有により健診のあ
り方を検証し、子どもたちの将来の健康のため全
国一律実施となることを期待する。

［報告：常任理事　河村　一郎］
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③学校生活における児童生徒の心原性失神
　　富山県立中央病院小児科部長　藤田　修平

　失神とは「急性発症する全脳虚血を原因とした
一過性の意識消失発作でかつ短時間で自然に完全
に回復するもの」とされている。学校生活で、児童・
生徒が失神をきたすことがある。起立性低血圧に
よる失神など、緊急性を要しない失神が 80％程
度と多くを占める。心原性失神は 2％と稀な失神
発作ではあるが、正確な診断と適切な管理が要求
される。日本では小学 1 年生、中学 1 年生、高
校 1 年生で行われる学校心臓検診で、学校生活
で起こりえる心原性失神の原因となるような疾患
を適切に発見し、学校生活管理に繋げて疾病を予
防することで、一定の効果は得られている。心原
性失神の症例では、運動時もしくは運動直後に失
神を起こすことが多く、運動負荷による致死性不
整脈の誘発や心拍出量の低下などが原因として考
えられ、命にかかわるような失神の可能性が高い
と認識する必要がある。心原性失神では、速やか
な心肺蘇生、5 分以内に AED が使用される必要
があり、適切な現場での処置が児童・生徒のより
安全な学校生活に重要な役割を果たすと考えられ
る。

④子宮頸がん予防ワクチン接種率向上に向けた
取り組み
　　富山県議会議員／富山県医師会常任理事

　種部　恭子
　2013 年 6 月に HPV ワクチンの積極的勧奨が
中止され 7 年になり、日本での接種率は 1％未
満に落ち込んだ。混乱の中で接種機会を失った
2000 年 4 月～ 2004 年 3 月生まれの女性は、予
防できた疾患リスクを背負ったままであり、公衆
衛生学的には、子宮頸がん罹患率の増加傾向が止
まらないことが懸念される。当県では、ワクチン
接種率を向上させるために、県医師会を中心に、
分かりやすいリーフレットを作成するとともに、
市町村保健担当者への研修会の実施、議員への勉
強会開催、自治体への要望書の提出などを通じて、
令和 2 年度から県内 15 のすべての市町村におい
て接種対象者に対する通知再開がなされることに
なった。しかしながら、今後、接種率向上のため
には、かかりつけ医や学校医等が機会を通じて個
別に説明し、接種を躊躇する保護者の背中を押す
取組みが必要であり、更なる啓発強化により接種
率の向上を目指したい。

［報告：縄田　修吾］
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技術者、理学療法士、作業療法士も取り扱います。最新情報は当会 HP にてご確認願います。技術者、理学療法士、作業療法士も取り扱います。最新情報は当会 HP にてご確認願います。

問い合わせ先 : 山口県医師会医師等無料職業紹介所問い合わせ先 : 山口県医師会医師等無料職業紹介所
　　　〒 753-0814　山口市吉敷下東 3-1-1　山口県医師会内ドクターバンク事務局　　　〒 753-0814　山口市吉敷下東 3-1-1　山口県医師会内ドクターバンク事務局
　　　　　TEL：083-922-2510　FAX：083-922-2527　E-mail：info@yamaguchi.med.or.jp　　　　　TEL：083-922-2510　FAX：083-922-2527　E-mail：info@yamaguchi.med.or.jp

（山口県医師会医師等無料職業紹介所）
ドクターバンク
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令和 2年度中国地区学校保健・学校医大会令和 2年度中国地区学校保健・学校医大会

[ 報告 : 常任理事　河村　一郎 ]

挨拶
山口県医師会長　河村康明　今年度の本大会は、
当初は令和 2 年 8 月 23 日（日）に山口市内での
開催を予定していたところだが、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止のため、従来の集まる
形での開催を避け、大会誌発行による書面開催と
させていただくことなった。
　このたびの新型コロナウイルス感染症に関して
は、児童生徒の心身への影響をはじめ、学校生活
そのものにも大きな影響が出ており、こうした未
曾有の環境の中では、学校と学校医をはじめ関係
者がより一層連携を図って児童生徒の心身の健康
を守る体制を整えることが重要と考える。
　一方で、新型コロナウイルス感染症対応に関
する新たな取組みだけでなく、従来からの学校保
健における課題等についても引き続き取り組んで
いくことが児童生徒の健やかな学校生活につなが
る。本大会誌が児童生徒の健やかな成長の一助と
なることを祈念して大会のご挨拶とする。

祝辞
日本医師会長　中川俊男　現在、新型コロナウイ
ルス感染症下で、「新しい生活様式」は、児童生
徒たちの学校生活においても求められている。先
般、萩生田光一 文部科学大臣との意見交換を行
い、萩生田大臣から新型コロナウイルス感染症流
行下での学校の運営等、文部科学省の施策に関す
る現状の説明があり、引き続き日医と協力してい
く意向であり、日医から小児科の受診の落ち込み
が激しく、必要な予防接種が行われていないこと、
同感染症の影響で従来行われていたその他の感染
症の把握が難しくなっていること等を指摘し、改
善が必要と申入れしたところである。
　学校保健分野における今日的課題についての対

応は、学校保健活動として地域医師会が積極的に
関与し、学校医個人だけでなく医師会をはじめと
する医療関係者、教育委員会などが緊密に連携を
とって進めていくことが重要である。学校医活動
は、かかりつけ医の地域医療活動の一つとして重
要な役割を持ち、地域医師会の活動の根幹として
いくものと考える。これからも皆様とともに地域
医療の充実と発展の一翼を担う学校保健の役割の
さらなる向上に向け、邁進していく。

研究発表
（1）医療的ケアが必要な子どもの学習機会を保

障するために～教育と医療の連携の実践につい
て～（鳥取県）
　社会（医）同愛会博愛こども発達・

在宅支援クリニック　玉崎　章子
　医療的ケア児は特別支援学校に通学する児だけ
ではなく、地域の公立小学校、中学校へ就学する
症例も多いが、教員に子どもの病気や病態、医療
的ケア、医療に関するリスク管理の知識がほとん
どないことや、医療的ケア児の医療面に重点が置
かれすぎてしまい、子どもの発達特性の理解とそ
の対応が二の次になること、学校生活における学
校看護師の役割が不明確であることなど、さまざ
まな課題が挙げられ、教育と医療との連携が必要
である。
　そこで、鳥取県西部地区では以下のような取組
みを行っている。
①学校看護師向けの医療的ケア研修会を年 1 回
開催
　各学校の学校看護師だけでなく、教員や行政職
員も参加し、医療的ケアやリスク管理への知識を
身につけてもらっている。平成 30 年に県内の学
校看護師と参加を希望する教員、養護教諭に対し

〈新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面開催〉〈新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面開催〉
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て、在宅人工呼吸器の緊急対応シミュレーション
を実施し、看護師に実施した研修修了直後のアン
ケートでは、研修内容に関する満足度は高かった
が、自信度は低かった。実際に、処置を行うこと
への不安や戸惑いがあるものと思われ、反復して
シミュレーション研修を行うことが必要であると
考えられた。
②年 1 回学校単位での医療的ケア研修会を実施
　実際に通学する児童生徒をモデルにして緊急時
対応を教員、学校看護師と一緒に行うため、①の
研修会より実践的である。
③公立小学校に医療的ケア児が通学する際の医療
的ケア実施要項を作成
　鳥取県教育委員会特別支援教育課が主体となり
作成した。この中で学校医の役割は、医療的ケア
の実施要領や個別マニュアル等の確認、個々の実
施にあたっての指導・助言、主治医との連携、巡
回指導、緊急時に関わる指導・助言、医療的ケア
に関する研修、課外活動や宿泊学習への参加の判
断にあたっての指導・助言としている。
④学校内で開催されている医療的ケア運営委員会
に医師が参加する
　今年度より開催しており、医療的ケアを実施す
る環境、看護師の役割、緊急時対応フローチャー
トや校内研修会、主治医に確認すべき内容、児
童生徒の発達特性と対応について助言を行ってい
る。

　学校や生活で実施する医療的ケアは、医療機関
における医療行為とは異なり、子どもたちがその
子らしく生活するための生活援助行為である。教
員、学校看護師、学校医、主治医、医療的ケアを
専門とする医師（指導医）が連携しながら子ども
たちの学習機会を保障する必要がある。また、個々
のケースで病状や必要な医療的ケアが異なるた
め、個別性を考慮しなければならない。そのため
には教員、学校看護師、学校医への情報提供や定
期的な研修会の開催、教育委員会が主体となり体
制整備を行うことが重要である。

（2）島根県の学校医数に関する研究（島根県）
きたに内科クリニック院長　貴谷　　光

　県内 19 市町村の教育委員会等に電話等で連絡
を取って実数を調査した。生徒数は平成30 年度、
学校医数は平成 31 年 4 月時点のものとした。
　島根県には 19 市町村があり、100 校の中学校
に生徒数 17,596 名、203 校の小学校に生徒数
34,801 名が在籍、学校医総数は 288 名であった。
学校医のうち、内科・小児科系が 235 名、眼科
32 名、耳鼻科 20 名であった。
　内科・小児科系学校医は、すべての市町村で学
校医を確保できていた。眼科医は県下に72 名（開
業医 45 名、勤務医 25 名、その他 2 名）で、開
業医の 71％が学校医を務めていた。眼科医不在
の市町村は 13 あり、島根大や近隣の開業医等に
委託して健診を実施していた。眼科健診が実施さ
れなかったのは川本町のみであった。耳鼻科医は
県下に 46 名（開業医 26 名、勤務医 20 名）で、
開業医の 81％が学校医を務めていた。耳鼻科学
校医不在の市町村は 14 あり、眼科と同様に島根
大や近隣の開業医等に委託して健診を実施してい
た。すべての市町村で耳鼻科健診が実施されてい
た。
　眼科学校医は少数のため、医師 1 人あたりの
担当数が多く、診察に多くの労力を割いているこ
とが推察された。眼科学校医の仕事としては、眼
疾患の診察、眼位検査等があり、1 日当たり 200
名程度が限界と伺っており、今後、どこまで現状
を維持できるかが懸念される。
　耳鼻科学校医は眼科学校医より約 10 名少ない
状況で、ほぼ同数の小・中学校の 76％を担当し
ている。1 名当たりの担当数も多く、診察により
時間を割いていると推察される。1 日に診察可能
なのは 200 名程度とのことであるから、連日診
察していることになる。松江市医師会では令和 2
年から教育委員会、耳鼻科医会と相談して、小
規模校は全数、大規模校は小学校で 1・3・5 年、
中学校では 1 年の抽出としている。中耳炎、副
鼻腔炎などの感染症が減少し、アレルギー性鼻炎
が増加している現状を考慮した対策である。
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（3）広島県立学校における保健管理医（産業医）
について（広島県）

一般社団法人広島県医師会　森　美喜夫ほか
　広島県の県立学校では、教職員の健康管理を行
う保健管理医の委嘱は各学校に任されていたが、
平成 26 年度より保健管理医の業務や処遇等を
統一するため本会と県教育委員会が協定を結び、
市郡地区医師会を通じて本会より保健管理医を推
薦することとし、教職員数が 50 人以上では産業
医資格者を推薦としていた。
　その後、市郡地区医師会から産業医を保健管理
医として推薦しても衛生委員会の開催は年 1 回
程度しかない、報酬が一般の産業医と比べて廉価
との意見が寄せられた。そのため、平成 30 年度
に県教育委員会に保健管理医の業務や処遇の見直
しを要望した。本県の教職員は勤務時間の増大等
による繁忙と疲労の蓄積などで、脳・心臓疾患以
外にメンタルヘルス不調で病気休職となるケース
が増加していた。平成 31 年 1 月 25 日に中央教
育審議会より「新しい時代の教育に向けた持続可
能な学校指導・運営体制の構築のための学校にお
ける働き方改革に関する総合的な方針について」
が答申された。
　これらの状況の中で、令和元年度、県教育委員
会は本会と協議するため、県立学校における労働
安全衛生管理体制の在り方検討会を設置した。検
討会で協議を重ねた結果、令和 2 年度より、産
業保健の視点による教職員の健康管理を推進する
ため、これまで学校職員衛生管理要綱で「保健管
理医」としていた名称を「産業医」へと変更し、
教職員数に限らず、原則として産業医資格を有す
る医師を選任することとした。なお、従前は学校
保健安全法上、保健管理医は原則、学校医が兼務
することとなっていたが、今後は学校医との兼務
を求めないこととした。業務内容は、労働安全衛
生法に規定されている産業医業務と同等で、毎月
1 回以上の学校衛生委員会への出席や職場巡視の
出務が業務仕様書に明記された。また、委託料は、
産業医としての業務量や職責に見合うよう、一般
の産業医報酬とほぼ同等額に大幅に引き上げられ
た。

（4）学校健診に取り入れられた成長曲線の実際
　～養護教諭へのアンケートも含めて～（山口県）

村田小児科院長　村田　　敦
　平成 28 年度より学校健診の内容が一部変更さ
れ、成長の評価に成長曲線が活用されるように
なった。しかしながら、十分な準備を待たずに性
急に取り入れられた感があり、学校現場に少なか
らず混乱を来している。
　防府市では、事前に養護教諭を対象とした講習
会を開き、さらに成長曲線のマニュアルを作って
各学校及び学校医に配付した。それでも、実際に
はかなりの問題があった。その後、各学校の養護
教諭を対象としたアンケートを実施、防府市内の
小学校17校、中学校11校の全校から回答を得た。
中学校 2 校を除く 26 校で学校健診に成長曲線を
取り入れており、専用の解析ソフトを用いてスク
リーニングしていた。対象となったのは小学校児
童数 6,120 名、中学校生徒数 2,225 名である。
　学校健診に成長曲線を導入した問題点として、
大きく 2 点挙げられる。一つは、健診のシステ
ムが確立していなかったため、成長曲線をどのよ
うに取り扱うかが明確でなかったことである。も
う一つは、診断ソフトにおけるスクリーニングの
判断基準の問題である。
　ほとんどの学校で、解析ソフトでスクリーニン
グされた症例を学校医に相談した上で、要精査者
を紹介するという点においては同じであった。健
診時間の制約もあり全員を学校医に相談するこ
とは難しく、養護教諭がある程度選別する必要が
あった。しかし、養護教諭自身では確実な判断が
できない場合も多く、判定不可能な症例は学校医
への相談となるが、学校医が成長曲線の判定を十
分にできない場合が少なからずあった。
　次に、紹介病院の選定については、まず、内分
泌を専門とする医師のいる病院・診療所はほとん
どない。かといって地域の基幹病院へ患者が集中
すると困るので、基本的にはかかりつけ医受診と
なっているが、診察・診断が十分できているかは
疑問である。
　一般に使われている解析ソフトは、成長曲線上
問題のある 9 つの条件が設定されており、その
条件に該当した児童生徒が自動的に検出されて 9
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つのグループに分けられる。アンケートによると、
このプログラムでスクリーニングにひっかかった
のは小学生で 16.4％だが、中学生では 49.3％に
及んだ。比較的多くひっかかったのは、「過去の
身長の最大値に比べて最新値が 1Z スコア以上小
さい」という身長の伸びが低下することの判定で
ある。しかし、思春期の早発傾向にある生徒では、
早く成長し始めて早く最終身長へ到達する。早
く成長加速が止まるため、その時点での成長が遅
くなってきたように判定されるためである。アン
ケートではその基準にひっかかったのは、中学生
において 11.2％あったが、私が見た限りほとん
どが正常であった。ちなみに小学生では 0.28％
である。機械的に全例ひっかけるのではなく、条
件に少し改善が必要かと感じる。
　肥満に関してもかなりの人数がスクリーニング
にひっかかった。現在はマニュアルが作成され、
ある程度方向性が示されている。
　今後の課題としては、学校医・養護教諭と共に
かかりつけ医の教育、解析プログラムの修正、養
護教諭の負担軽減が挙げられる。成長曲線の見方
については山口県小児科医会のホームページに、

私が作成したマニュアルがあるので、よろしけれ
ば参照していただきたい。

特別講演
（1）子どもたちの目を守ろう　　　　　　　　

　　　～視力の発達と低下について～
日本眼科医会常任理事　柏井　真理子

　生涯にわたり、眼の健康を保つためには、幼少
児にしっかりと見る力、すなわち視機能を充分発
達させることが大切である。一方、幼少時期に視
力を獲得した子どもたちは小学校に入学するが、
ここで新たな問題が上がってきている。最近は屋
外での活動が少なく、近い距離でものを見ること
が増えたことなど、生活習慣の変化により近視の
児童生徒が増えていると言われている。近視の程
度が強くなると、成人以降に眼の成人病と言われ
ている緑内障や種々の網膜疾患などのため視力低
下や視覚障害に陥るリスクが高くなる。
　特に令和２年は世界的に流行した新型コロナウ
イルス感染症の対応のため、学校が臨時休業にな
り「ステイホーム」を余儀なくされた子どもたち
の視機能への影響は大変心配である。

図１　特別講演１（柏井日本眼科医会常任理事）の資料より
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1. 視力の発達について
　　～弱視と就学時健診について～
　眼を開けると物が見えるのは当たり前のよう
だが、実は生まれたての赤ちゃんはほとんど眼が
見えない状態である。いろいろな物を見ることで
数えきれない刺激を受けて視力を成長させていく
のである。6 歳から 8 歳で完成する。3 歳ぐらい
までが感受性が大変高く、視力が順調に発達して
いく。一方、この時期に適切な刺激がないと視力
の発達が止まり、一生涯眼鏡をかけてもコンタク
トレンズを装用しても矯正視力が不十分な、いわ
ゆる医学的「弱視」になってしまう（図 1）。早
期に発見・治療されれば視力獲得可能な弱視で
あるが、現在の日本では、弱視を発見できる公的
な乳児の視力検査の機会は主に 3 歳児健診と就
学時健診である。3 歳児健診ですべての弱視が発
見されることが理想ではあるが、就学前やさらに
就学後も未発見・未治療の弱視の幼児が散見され
る。

2. 弱視と屈折について
　近視は近くの物を見る時に焦点が合うが、遠方
が見づらい状態である。一方、遠視はピントが網
膜の後ろにずれている状態で、遠くを見る時も近
くを見る時も焦点がずれており、遠視の程度が強
いと適切な視覚の刺激が少なく、上述のように弱
視になる可能性が高い。特に、片方の眼の弱視は、
本人も特に見づらそうな素振りもみせず、さらに
周囲の者もほとんど気づきにくいので、健診で指
摘されなければ発見は難しい。
　乱視は、主に角膜の形が丸ではなく楕円、つ
まりラクビーボールのように歪んでいて網膜での
ピントがぶれてしまう状態である。乱視も程度が
強いと弱視の大きな要因となる。
　先に述べたように、弱視の原因にはいろいろあ
るが、主なものは上記の屈折異常であり、特に強
い遠視と乱視である。弱視の原因となる強い屈折
異常があれば、矯正された眼鏡を終日装用させて、
視力の獲得を促すのが弱視治療の基本である。目
線がずれる斜視の場合は、斜視も弱視の要因とな
るが斜視程度や種類に応じて手術や眼鏡を使用し
て治療する。まずは就学時までに視機能を獲得さ

せることが大切である。

3. 最近増加する近視について～裸眼視力低下～
1）近視の現状について
　昭和 54 年度から裸眼視力 1.0 未満の児童生徒
が年々増加し、令和元年の調査で小学校 34.6％、
中学校57.5％、高等学校67.6％と過去最高となっ
ていることがわかった。日本眼科医会の令和元年
度「視力受診勧奨者の屈折等に関する調査」では、
1.0 未満のうち近視の割合が幼稚園では 25.0％、
小学校 78.4％、中学校 91.4％ 高等学校 95.3％
となり、児童生徒等の裸眼視力低下の原因の多く
が近視であることが把握できた。手元の作業を長
時間続けることが近視化を急速に進行させている
ことは、最近の子どもたちの視力の問題の大きな
要因であると考えられている。
2）日本学校保健会児童生徒の健康状態サーベイ
ランス事業報告書より
　中高生のみならず小学生においても携帯電話
やタブレットの利用時間がかなり多いこと、スク
リーンタイムが長時間であること、また、運動量
と視力低下の関連など、現在の児童生徒の生活習
慣がよく把握できる。このようなライフスタイル
や急速に普及したスマホなどのデジタル機器の影
響が乳幼児や児童生徒等への心身面の発達や近視
進行の要因と考えられ、今まさに社会全体が注視
し対応すべき重要な問題である。

4. 近視進行予防に対する今後の取組み
1）ICT 使用上の注意点
　スマホ使用時の視距離は平均 20 ㎝で、書籍を
読む場合の視距離（平均 33 ㎝）と比較して短い
ことが報告されている。姿勢が悪く、視対象物の
距離が 30 ㎝未満であると近視が進行するという
報告もあり、学校現場では児童生徒等に「手元の
作業は必ず 30 ㎝の距離をとること」を指導する
ことも大切である。また、近視化の問題のみなら
ず最近はスマホと斜視の問題も報告されている。
こちらも視距離 20 ㎝でのスマホの使用が外斜視
や内斜視を増悪させることもあり、斜視の観点か
らも視距離 30 ㎝以上が推奨されている。
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2）近視～屋外活動との関係～
　近視と運動との関係は興味深く、諸外国でも戸
外での活動と近視抑制の報告も上がっており、1
日に 2 時間の屋外活動で近視進行をかなり予防
できるとの報告がある。

5. 就学前からの取組み
　社会の急激な ICT 化に伴い、最近は就学前の幼
児までが日常生活でスマホやタブレット等を上手
に使用している姿をよく見かける。小学校入学ま
でにすでに近視となり、就学後での対応では「す
でに遅し」という状況になりつつあることが懸念
され、WHO では「2 歳未満の子どもには推奨さ
れない」、「2 歳から 4 歳までの子どもでは 1 日 1
時間まで」、「子どもはたくさん身体を動かすこと
が強く推奨される」と提言している。

（2）学校保健の現状と課題
日本医師会常任理事　渡辺　弘司

1. 子どもをめぐる現状
1）児童生徒等の実態
　今日、学校が抱える問題として約 20 年前と現
在の子どもの変化を見ると、①不登校が小中学校
とも 3 倍前後、②暴力行為が小学校では 16 倍強、
③通級という通常学級に在籍しつつ個別支援教育
を受ける生徒数が中学で 40 倍強、特別支援学級
ないしは特別支援学校の生徒数が2倍以上となっ
ている。
2）学校保健の現状の整理・今日的課題
　学校現場では、アレルギー対策や生活習慣病対
策の必要性の高まりから、従前とは違った指導や
多面的なケアが必要との課題が出てきている。子
どもの心身の健康課題は、アレルギーの他にも、
①いじめ・自殺・不登校などのメンタルヘルス
に関する問題、②生活習慣病の若年化、③新興及
び再興の感染症、④性の問題行動、⑤薬物乱用、
⑥過度な運動や運動不足による運動器疾患・障害
など多様化そして深刻化している。これらの問題
は子ども、保護者、学校、学校医だけで対応する
ことは到底困難であり、従前の枠組みでは解決で
きないものである。

2. 学校における特別支援教育・医療的ケアにつ
いて
1）特別支援教育について
　特別支援教育は、発達障害のある子どもも含め、
障害により特別な支援を必要とする子どもが在
籍するすべての学校において実施されるものであ
る。障害の状態等に応じ、特別支援学校、小中学
校の特別支援学級、通級による指導等において対
応している。児童生徒の内訳は、難聴や弱視及び
言語障害の児童生徒数に大きな変化はないが、注
意欠陥多動性障害、学習障害、自閉症、情緒障害
といった精神科領域の課題のある子どもが増えて
きている。
2）学校における医療的ケアについて
　平成 25 年 6 月、「障害を理由とする差別の解
消の推進に関する法律」（いわゆる「障害者差別
解消法」）が制定、平成 28 年 4 月 1 日から施行
され、「合理的配慮」が規定された。特別支援学
校だけで 8,000 人以上の子どもが医療的ケアを
受けながら学校生活を送っており、傾向的にその
人数が徐々に増えている。また、通常の幼稚園、
小中高に在籍する医療的ケア児も増加傾向にあ
る。令和元年度の学校における医療的ケアに関す
る実態調査を見ると、特別支援学校には呼吸機能
障害を持つ医療的ケア児が多く通っており、この
ような状況は、学校において医療的ケア児に携わ
る看護師のニーズが高まることになる。実際、特
別支援学校、普通学校ともに看護師の数は増えて
いる。平成 29 年 10 月、「学校における医療的ケ
アの実施に関する検討会議」が設置され、その中
で医師会の役割として、①学校における医療的ケ
アの実施に当たっては、医療の専門的知見が不可
欠として教育委員会や学校における検討や実施の
際、地域の医師会等、関係者の協力を得ることと
されていること、②教育委員会が医療的ケア児の
受け入れに備え、域内の学校における総括的管理
体制の構築に際し、教育、福祉、医療等の関係部
局や関係機関、保護者の代表者などの関係者から
構成される協議会（医療的ケア運営協議会）を設
置し、その運営に当たっては地域の医師会等の協
力を得て医学的な視点が十分に踏まえられるよう
留意すること、③学校で医療的ケアの実施する看
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護師等へ、その専門性の向上を図るために最新の
医療や看護技術、医療機器等に関する知識や技能
を得るための実践的・臨床的な研修を受ける機会
を確保する際には、教育委員会が主催する研修の
みならず地域の医師会等が主催する研修会を受講
する機会を与えることが有効である、とある。
3）医療的ケア児に関わる主治医と学校医等との
連携等について
　令和 2 年度診療報酬改定において医療的ケア
児に関わる主治医と学校医との連携が新設され
た。医療的ケア児が学校生活を送るに当たって必
要な情報を主治医が提供した場合の評価が新設さ
れたことを踏まえ、「主治医から学校医等への診
療情報提供に基づく医療的ケアの流れについて」
において、①具体的な流れで「学校は今回の診療
報酬改定に伴う実施体制の構築について、学校医
に相談すること」とあり、また、②留意事項に「新
たに学校医等を委嘱等するに当たっては、地域の
医師会などに相談すること」とあるため、学校医
及び医師会の役割が重要となる。
4）学校における医療的ケア児への対応の課題
　学校における医療的ケア児への対応についての
課題として、①医療的ケア指導医の質的及び量的
確保、②学校における医療的ケアを担う看護師の
質的及び量的確保が挙げられる。

3. がん教育について
1）国の対応について
　平成 28 年 12 月、がん対策基本法が改正され、
新たにがん教育についての記載が加わった。また、
平成 29 年 10 月 24 日に第 3 期がん対策推進基
本計画が閣議決定された。その中に、平成 29 年
度から向こう 6 年間の対策を掲げており、国は
地域の実情に応じて外部講師の活用体制を整備
し、がん教育の充実に努めるという目標がある。
がん教育における教師のがんについての知識・理
解が不十分なこと、がん教育の全国への普及・啓
発が課題となっており、本事業により、課題解決
として新学習指導要領に対応したがん教育の実施
に向けた対応を進めていくこと、また、新学習指
導要領に基づき、医師やがん経験者を外部講師と
して活用し、がん教育のさらなる充実を図るとし

ている。
2）日医での取組みについて
　日医のがん教育への取組みは、健康教育の一環
として行ってきた。ホームページで学校保健活動
の項目を立て、がんに関する教育だけでなく、睡
眠・喫煙などの生活習慣にかかる健康教育教材を
学校医に情報提供している。がん教育への直接の
関与として、行政・関係団体との連携を取ってい
る。
3）平成 30 年度におけるがん教育の実施状況調
査について
　がん教育の実施状況について調査したとこ
ろ、「実施した」と回答した学校数は 23,023 校

（61.9％）であった。学校段階別の実施校数につ
いて、小学校は 11,502 校（56.3％）、中学校は
7,919 校（71.4％）、高等学校は 3,602 校（63.7％）
であった。

4. 学校における産業医の実態
1）学校医の職務準則による教職員の保健管理
　学校医の職務は学校保健安全法施行規則第 22
条において規定されており、第 9 項に職員の健
康診断は「市町村教育委員会又は学校の求めによ
り従事する」となっている。また、教職員の保健
管理については同規則第 10 項に基づき、学校全
体の保健管理の一環として必要に応じ行うとの位
置づけである。
2）教員の働き方改革（労働安全衛生管理体制の
構築）について
　教員の精神疾患と休職についての状況を見る
と、平成に入って、在職者に占める精神疾患によ
る休職者の割合が高まり、平成のはじめと比べる
と約 5 倍になっている。
　文部科学省では平成 31 年 1 月 25 日、中央教
育審議会において「新しい時代の教育に向けた持
続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校
における働き方改革に関する総合的な方策につい
て（答申）」が取りまとめられ、同年 3 月 18 日
に学校における業務改善及び勤務時間管理等の対
応、特に学校における一層の労働安全衛生管理の
充実について都道府県教育委員会等に通知した。
その内容は、①教師が疲労や心理的負担を過度に
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蓄積して心身の健康を損なうことのないように労
働安全衛生の観点から必要な環境を整備し速や
かに法令上求められ、「定期健康診断に従事する
医師は、学校の設置者の求めによって学校医が従
事する」と学校保健安全法施行規則に明記されて
いる。しかし、①事後措置について、教職員の健
康診断にあたった医師が検査結果を見て指導区分
を決定するという条文に基づくと指導区分を決定
するのは誰であるか、すなわち健診機関の医師な
のか学校医なのか、産業医が配置されているなら
産業医なのか、という点が不明瞭である。また、
②学校保健安全法の前身である学校保健法が昭和
33 年にでき、労働安全衛生法は昭和 47 年にで
きており、歴史的に学校保健法が先に教職員の健
康診断について規定していること、さらに学校保
健安全法施行規則によれば、教職員の健康診断に
従事するのは、学校の設置者に求められた学校医
とも読める内容になっていること、そこでの健康
診断に従事とは、診察だけなのか事後措置判定ま
で含むのか、③労働安全衛生法との整合性と衛生
管理者・衛生推進者の役割について整理した方が
良いのではないか、といったことが考えられると
いうものだった。
　文部科学省では改正労働安全衛生法等の内容を
踏まえ、リーフレット『学校における労働安全衛
生管理体制の整備のために』を平成 31 年に改訂
し、「教育委員会等の学校の設置者は、産業医の
選任義務のない教職員 49 人以下の学校において
も、教職員の健康管理等を行うのに必要な医学に
関する知識を有する医師や保健師に教職員の健康
管理等の全部又は一部を行わせるように努めなけ
ればならない。この場合、各校ごとに医師を選任
するのではなく、教育委員会で産業医の要件を備
えた医師等を採用し、複数の公立学校の職員の健
康管理を担当させる等の取組も有効である。」と
している。
3）公立学校における労働安全衛生管理体制につ
いて
　文部科学省において「公立学校等における労働
安全衛生管理等に対する調査」の令和元年 5 月 1
日時点の結果を取りまとめ、都道府県教育委員会
労働安全衛生主管課長あてに通知した。

　産業医を選任しなければならない学校（常時
50 人以上の職員を使用している）もしくは健康
管理医を置く学校（50 人未満の職員を使用して
いる）の選任率は、中等教育学校を除き 100％
に届かず、産業医の選任は全体の 91.7％、健康
管理医の場合 65.7％となっており、各地方公共
団体は関係法令の周知徹底、産業医の選任の整備
充実等を通じて速やかに労働安全衛生対策に万全
を期すように求められた。ちなみに、教職員の保
健管理に係る費用は地方財政措置が講じられてい
る。
4）教員のメンタルヘルスケアに関する教育委員
会と医師会との連携について
　公立学校等の労働安全衛生管理体制の整備や学
校における働き方改革に関し、特に産業医の選任
については、今後も各都道府県教育委員会から各
都道府県医師会に相談が寄せられることが増える
ことも想定され、教育委員会と医師会との連携が
より重視されると考える。

次期開催県挨拶
鳥取県医師会長　渡辺　憲　令和 3 年度は岡山
県医師会の担当で全国大会が行われる関係で、中
国地区大会は開催しないこととされている。鳥取
県は令和4年度の開催を担当する。現在のところ、
米子市（ANA クラウンプラザホテル米子を予定）
での開催を計画し、準備を進めている。
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日医 FAX ニュース日医 FAX ニュース
2020 年（令和 2 年） 12 月 1 日　2914 号
■　後期高齢者の２割負担、議論は平行線
■　公的保険の負担軽減の仕組みに懸念も
■　「入院の必要性の高い人優先を」線
■　２回目の抗体保有調査、1.5 万人が対象
■　インフル患者、大幅に少ない状況続く

2020 年（令和 2 年） 12 月 4 日　2915 号
■　後期高齢者の負担割合 ｢ 慎重な対応を ｣
■　医療提供体制が逼迫、「師走が正念場」
■　改定に反対意見出ず ､ 対象範囲で相違も
■　負担軽減案は「例外的・限定的」で了承

2020 年（令和 2 年） 12 月 8 日　2916 号
■　外来機能報告書案を了承
■　救命救急センター ､ コロナ対応に配慮
■　OTC 化で薬剤師・開設者らの役割詳述
■　医療機関の支援で相談ダイアル開設

死体検案数掲載について
自殺 病死 他殺 他過失 自過失 災害 その他 合計

Nov-20 17 142 1 0 3 0 20 183

自動車保険・火災保険・積立保険・交通事故傷害

保険・医師賠償責任保険・所得補償保険・傷害保険ほか

損害保険ジャパン日本興亜株式会社  代理店
共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社  代理店

17

142

自殺1

00
3

20
病死

他殺

他過失

自過失

災害

その他

死体検案数と死亡種別（令和２年 11 月分）
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と　き　　令和 3 年 2 月 14 日（日）10：00 ～ 12：00
ところ　　山口大学医学部総合研究棟Ａ（医修館） 第 1 講義室
　　　　　　　（宇部市南小串一丁目 1 番 1 号）
　　　　　　　　※会場が通常と異なりますのでご注意ください。

次　　第
〇 10：00 ～ 11：00　特別講演１
　　　　脳卒中治療の進歩と診療提供体制

 山口大学大学院医学系研究科脳神経外科学講座教授　石原　秀行

〇 11：00 ～ 12：00　特別講演２
　　　　演題未定

山口大学大学院医学系研究科法医学講座教授　髙瀬　　泉

主　　催　　山口県医師会…
参  加  費　　無料
対　　象　　医師及び医療従事者
取得単位　　日本医師会生涯教育制度：２単位…
　　　　　　　　特別講演１　　CC78（脳血管障害後遺症）：１単位
　　　　　　　　特別講演２　　CC　（未定）：１単位
申込方法　　２月４日（木）までにご所属の郡市医師会へお申し込みください。

※新型コロナウイルス等の影響により、中止にさせていただく場合もございます。
　中止の場合、本会ホームページ等にてお知らせいたします。

第 157 回山口県医師会生涯研修セミナー
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１ 密を避ける 

感染リスク軽減のための税務署からのお願い 

山口税務署 

多くの方が訪れる確定申告会場に出向く必要がありません! 

３ 自宅等で作成!  こんないいこと! 

２ 国税庁ＨＰ「確定申告書等作成コーナー」 

マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタ又は 
マイナンバーカード対応のスマートフォンがあれば、 
ｅ－Ｔａⅹ（電子申告）を利用して申告書を提出できます。 
 
感染防止の観点からも、ぜひご自宅からｅ－Ｔａⅹをご利用ください。 

 

申告書の作成 
はこちらから! 

スマホ専用画面 

多くの方がスマホで見や
すい専用画面をご利用いた
だけます。 

 

◆ 申告書を作成 
画面の案内に従っ

て、金額等を入力し
作成。 

◆ 申告書を送信 

 ○ マイナンバーカード方式 

 ○ ID・パスワード方式 

いずれかの方法で送信。 

＊印刷して所轄の税務署へ提出することもできます。 

 申告書作成・送信 

 

検 索 国税庁ＨＰ 
国税庁ＨＰでは、確定申告等に関する様々な情報を掲載していま

す。是非、ご覧ください。 

 その他の情報 

ご自宅からパソコン・スマホでご利用いただけるｅ－Ｔａｘが便利です。 
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医師年金ご加入をおすすめします！

医師年金 ＜認可特定保険業者＞公益社団法人 日本医師会

ご加入のおすすめ
加入資格 64歳6カ月未満の日本医師会会員（会員区分は問いません）

公的年金では現役時代の生活水準を維持できない
コツコツ積立てて十分な年金を確保しておきたい
一生涯受け取れる年金が望ましい
受け取れる年金の額を効率的に増やしたい
医師独自のライフスタイルにあった年金がいい
加入前に受取年金額のシミュレーションを確認したい

年金検討チェックリスト

1つでも該当したら…

ご希望の受給額や保険料、生年月日を
入力するだけで、簡単に受取年金月額の
シミュレーションができます。
ぜひお試し下さい。

http://www.med.or.jp/nenkin/

個別プランの設計や詳しい資料のご請求はこちら

公益社団法人

日本医師会年金福祉課

20150601S8

医師年金ホームページで、
簡単シミュレーション！

TEL：03─3942─6487（直通）
FAX：03─3942─6503
受付時間：午前9時30分～午後5時（平日）
E-mail：nenkin@po.med.or.jp

年金検討チェックリスト

医師年金 検  索

20150601

in/
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編編集
後後記

今月は広報委員全員から一言ずつ！

◇昨年は、新型コロナウイルスに振り回された 1 年でした。真の敵はウイルスではなく、自分自身
　の欲求ではないかと感じました。少しでも早く収束し、皆で東京オリンピックを楽しめられたら
　いいですね。（津永）

◆来年も、アヒルの水かきと Que Sera, Sera（川野）

◇「日々是平凡」と「感謝」で毎日を過ごしています。（渡邉）

◆ 2020 年 6 月に仙台で開催予定だった学会が、9 月に Web 開催になりました。遠いし平日だし
　無理と思っていたのが、オンデマンドでゆっくりと参加することができました。
　　「キッチンで　パソコン開き　Web 学会」
　仕事帰りの寄り道を控えて、自宅でドラマを見ることが増えました。
　　「帰り道　不時着せずに　Go ホーム」
　2021 年が良い年になりますように。（岸本）

◇「飛梅の　故事子に伝へ　初詣」…
　今年もよろしくお願いします。（石田）

◆早くも令和 3 年です。昨年は憎っくきコロナのせいで散々な 1 年でしたが、医療者として感染症
　を改めて真面目に勉強し直す良い機会にはなりました。今年こそは良い年になりますように！・・・
　まだ無理かな？（吉川）

◇昨年は本当にあっという間に過ぎていった気がします。どこまでコロナ前の生活様式に戻せるか
　は分かりませんが、新年を迎えたので気持ち新たに前向きに 1 日 1 日を過ごしていきたいと思い
　ます。（岡山）

謹 弔

次の会員がご逝去なさいました。謹んで哀悼の意を表します。

石　津　　　衞　　氏　　　防府医師会　　11 月 18 日　　享　年 87
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炉 辺 談 話
令和 3年 1月 第 1925 号

　　　 山口県医師会報2

新年特集号

表紙「花」

裏表紙「コンポジション」

　15 年前に病気を患い、右半身が不自由になりました。

以後、左手で描いていますので半抽象の絵を描いていま

す。見た人の感じるままに見ていただくといいです。

　
　
　
●   
　
表
紙
の
絵
に
寄
せ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
関
市
　
喜
多
　
正
鎮

　コロナの影響により、予定されていたグループ展
が中止になり、出展予定だった作品です。新年にふ
さわしいものではありませんが、教室が休みになっ
て、その後、絵を描くのも休んでいるので、これで
我慢してください。




